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大塚　 １９世紀中葉以前におけるアイヌの通過儀礼

１９世紀 中葉以前 にお け るアイヌの通過儀礼

松浦武四郎筆画 『蝦夷風俗画誌』稿本を中心に

大 塚 和 義＊

Reconstitution of the Rite of Passage of the Ainu before the mid-Ninteenth 

    Century, based on "The Illustrated Manuscript of Manners and 

             Customs in Ezo", by Takeshiro Matsuura

Kazuyoshi OHTSUKA

    This article aims to reconstitute the rite of passage of the 
Ainu, based mainly on T. Matsuura's unpublished hand written 
manuscript, which for the sake of this article, I have entitled 

 "The Illustrated Manuscript of Manners and Customs in Ezo"
, 

and in part on other documents written before the mid-Nineteenth 
 Century. 

    Takeshiro's manuscript can be considered the most accurate 
and detailed material illustrating the entire life cycle of the 
Ainu. It contains the following the  descriptions: a legend on 
their progenitor, teaching of sexual intercourse, children's play 
and games (and learning the art of life through them), a boy's 
wearing a loincloth for the first time, a boy's wearing a formal 

 sapanpe for the first time to enter adulthood, tattooing (a girl's 
being tatooed to prepare for marriage), the hot water trial ( 

judging a crime by putting one's hands into hot water), marriage 
ceremony, civilities, exchange of tobacco,  iyomante (a ritual to 
send back the spirit of bears), treatment of disease and shaman-
ism, funeral rites, burning the house of the departed, and special 

 funeral rites for a person who died an unnatural death. 
    Adding upsor (women's loincloth expressing their descent) 

 to these descriptions, we can reconstitute the entirety of the rite 
of passage as elucidated by Takeshiro. 

    No Japanese has paid enough attention to the concepts on 
death and rebirth of the Ainu, and Takeshiro, too, did not fully 

 understand them. But what is deserving of special mention is
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that he clearly stated that there was a social order in Ainu 
society, which was in no way inferior to that of Japanese society. 

   The Ainu, in those days, were governed by the Japanese, 
from whom they suffered discrimination and exploitation. 

   By trying to publish the manuscript, Takeshiro intended to 
correct such a false view of the Ainu, but, unfortunately, his 
ambition was not realized.
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６． お わ り に

１． は じ め に

　 この論文は，松浦武四郎の自筆稿本で，これまで未公表のままであった，筆者仮称

『蝦夷風俗画誌』 を中心にすえて，これに１９世紀半ば以前の諸文献記録 とあわせて，

アイヌの通過儀礼の再構成を意図 したものである。ここで 『蝦夷風俗画誌』をとりあ

げる理由は，これが未公表の資料であることもさることなが ら，なににもま してこの

画誌がひとの生か ら死にいたるまでの各過程における人生儀礼を，要領よく簡潔に記

述するとともに，その情況をいきいきと描写 した図絵を添えでいる点である。幕末期

において，絵と詞書 によって通過儀礼 に関するデータを，具体的に一書 にまとめたも

のとしては，おそらくこの画誌の右に出るものはないであろう。もっともこの 『蝦夷

風俗画誌』には・他の文献記録からの引例 も少な くないが，さすがに当時きっての蝦

夷通をもって任ずる武四郎の手になるものだけに，引例の選択 も充分吟味がゆきとど

いているうえに，自身の豊かな見聞にもとつ く独自の見解が随所に披渥されている。

　 ちなみに武四郎は，１８１８（文政 １）年に，伊勢国一志郡須川村小野江で生まれ，１８

３２（天保 ３）年ひとり江戸にでて，翌年より諸国遍歴を試みる。 ４年の歳月をついや

して，本州各地はもとより，四国，九州の名跡をあらかた訪ね歩いた。この傍 ら，数

かずの名だたる山岳を踏歩する。その後，おもうところがあって，１８４５（弘化 ２）年

に蝦夷地 （北海道）に初めて渡 り・苦心（Ｐすえ知床岬に到る９その翌年，北蝦夷地 （サ

ハ リン）にまで足を踏み入れ，両岸を調査 した。いらい，いくたびも蝦夷地におもむ

いたが，ことに，１８５６（安政３）年から１８５８ （安政 ５）年の３年間は，幕府箱館奉行

御雇となり，両島をつぶさに巡見する。このとき武四郎は，そのおどろくべ き健脚 と
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精神力にものをいわせて，川を遡 って奥地に分け入 り，それまでなんぴともなしえな

かった内陸部の山川地理取調べをおこなった。 この成果は， 『東西蝦夷山川地理取調

日誌』８５巻 （「丁巳日誌』２４巻， １８５７ （安政 ４）年と 『戊午日誌』６１巻， １８５８ （安政

５）年から成る）および詳細な北海道全図である 『東西蝦夷山川地理取調図』２８枚と

して，１８５９ （安政 ６）年にまとめられている。

　武四郎はまた，蝦夷地におけるアイヌのゆたかな人間性に心をうたれ，これを酷使

し悲惨な情況に追いやる場所負請人や無策のまま放置す る松前藩に対 して，ふかい憤

りを感 じ，『近世蝦夷人物誌」［松浦　１９６９（１８５８）］にその事情を記 した。この書は，ア

イヌの老若男女の生 きざまを活写 した，す ぐれたモノグラフにもなっている。このほか

武四郎は，アイヌの言語や風俗習慣にも強い関心を示 し，これを克明に記録 している。

　彼は，膨大な蝦夷地に関す るデータを蓄積 し終えた１８５８年の秋に筆をとって，翌年

の１２月に 「蝦夷漫画』「松浦　 １８５９］ と題 したまことに興味ぶかい一書を出版 してい

る。これは，その序文にも書かれているが，蝦夷を知 らぬ人に，その風土と風俗 ・器

物などを絵を主にして紹介 し，理解をふかめさせる意図で刊行されたものである。と

くに絵には苦心を払っており，簡略なようにみえて事物を じつに的確に表現 している。

武四郎自身，会心のものであった らしく，序のなかで 「漢画にあ らず和画」で もない

真実を描 く蝦夷画とでもいうべきもの と述べている。 この蝦夷画に描きこまれた情報

は，短かい詞書で補なわれており， 小冊子なが ら，す ぐれた内容構成である。 この

『蝦夷漫画』 とここで採 りあげる 『蝦夷風俗画誌』 とは，わずかであるが絵柄のまっ

たく同一の ものが存在 し，その描 きかたを見較べ ると，筆跡 ・筆勢などから判断 して，

両者はほぼ同時期に成立 したとみてよいであろう。 さらに，『蝦夷風俗画誌』 の稿本

自体の状態は，墨線で区画されたところに，絵 と詞書が記 されている。絵はかなり丹

念に描かれており，そのまま版にできそうなものが少な くないが，詞書は字句を線で

消 したり，加筆 したりして推敲中というところが多い。 版型は，『蝦夷漫画』よりひ

とまわ り大 きい。 この未刊稿本は，アイヌ学に半生をついやした武四郎の絵による集

大成をめざした ものの一部である可能性 もある。それは稿本の一丁に，朱でく正月 〉，

あるいは墨でく人物 〉と添書されて分類がなされていることから推測され る。絵は，

武四郎 自身のオ リジナルだけでな く，秦櫨麿（村上島之丞）『蝦夷島奇観」［秦　（１９８２）

１８００］や蠣崎波響 『夷酋列像』 ［蠣崎　１９７３（１７９０）］などから数多 く借用 している。

他からの借用は，『蝦夷漫画』にもみ られることであるが，参考にした ものは， きわ

めて良質のものであったことは疑いない。たとえば，借用されている 『蝦夷島奇観』

は，穂麿自筆本をみて写 したとおもわれるほど，精密なものである。
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２．　 「蝦夷風俗画誌 」稿 本の紹介 と検討

　 この稿本は，現存 しているものすべてで ９丁か らなる。稿紙は，すべて同質の もの

が用いられ，その寸法は縦 ２４．ｌｃｍ，横 ３３．７ｃｍ を数える。これに，外枠の罫線と

折 り目に当たる版心の部分が，木版の墨刷 りである。外罫の寸法は，縦 １９．８ｃｍ，横

２７．５ｃｍ，版心の幅は １．１５ｃｍ となっている。 頁ごとの横寸法は， １３．ｌ　ｃｍ，１丁の

左右の頁には，絵と解説が描きこまれているが，それが一様ではない。つまり， １丁

の左右の頁に， １図ずつのもの ２丁， ２図ずつのもの ６丁，右に １図で左に２図のも

の １丁，つこう３４図である。それぞれの図には，その上部 もしくは下部に辺欄が設け

られ，そこに解説が付されている。

　全体で３４図ある絵の題材 と内容は，さまざまである。たとえば，’熊送 り儀礼のよう

に，そのプロセス順に４場面に分けて描かれたものがあるかとおもうと，１図のなか

に２つの題材を描いたものもある。

　 この９丁からなる稿本は，いずれ も両端に２つの綴 じ孔が穿たれている。稿紙は，

すべて同一寸法であるので， ９丁を揃えて重ね合わせてもわずか １ｍｍ にも満たな

い。それにもかかわらず，９丁を重ねてみると孔の位置がずれ，ことに孔と孔との間

隔が最大で ２ｍｍ ほど相違するものがある。 これは， ９丁が同一の冊子に綴 じられ

ていたものでないことを物語 るものか，あるいは同一の冊子 とすれば，これだけの綴

じ孔のずれを生 じさせるためには，かなりの厚冊でなければ起 りえないであろう。い

ずれにせよ，この稿本が綴 じ孔からみても，現存する９丁より，はるかに丁数の多い

ものであったことは疑いない。それは，現存する図柄の互いの関連性からもうかがわ

れ る。この稿本の全体像についての詳 しい検討は別稿にゆず り，ここでは，アイヌの

通過儀礼およびこれに関連するとみなされる図柄だけを抽出して論 じたい。

　 この 『蝦夷風俗画誌』の現存部分だけでも，さいわいなことに，ひとの誕生か ら結

婚，そして死に到るまでの事柄がひととおり図描されている。そこで，各図をその過

程順に筆者なりに配列 し，つぎのような手順でみてゆきたい。

　ａ） まず図題を 「 」で示す。 稿本に図題のないものは， 「 」な しで筆者が仮題

　　を付 した。

　ｂ） つぎに，図に付された解説の全文を 「 」に示す。原文の行改えは，／で表わ

　　す。判読不明な箇所は［コで示 した。この解説には，筆者の註を付 してある。

　ｃ） ついで，描かれた図の内容についての検討をくわえる。
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１）　 始祖 伝説 の図 （図 １参照）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ウツ　ロ

　　「昔 し東地サル１）の／海濱に一つの木ｌｌｌＪ　２）／姫流れ来 り比内二／一人の官女在

りしが／上陸 して岩窟／に住玉ふる何処／よりか一疋の雄犬来 りて／是木の実竹

の／実を取 り来 り／養奉 りし処／ふ日して官女／膿且任な して／産玉ひ しか／比島

人の起／元なりしと語る３》／土人は総て官女／の弄ふ器を悦ふ／品物」

　この図の左手には，岸に寄せ られた丸木舟が描かれ，これには，宝物箱が積まれて

いる。また，中央の岩穴には娘が坐 っており，その傍には，これまた宝物の漆器箱が

２個置かれてある。さらに右手には，尾を巻いたアイヌ犬の特徴をとらえたイヌが描

かれ，その口に木の実をくわえて娘のもとに向 っている様子である。これは，まぎれ

もなく秦穂麿 『蝦夷島奇観』からの写 しであり，しか も原図とくらべて，いくらか簡

略になっている。しかし，武四郎独自身の知識が，この一見簡略にみえる図のなかに

図１ 始 祖 伝 説

１）現在 の北海道沙流郡の地を指す。

２）丸木舟 のこと。

３）いわゆる犬祖説話である。説話 自体 は，すでに武四郎 よ りも古 く，最上徳 内な ども紹介 して

いるが，図描 したのは，秦穂麿 『蝦夷島奇観』が最初であろう。武四郎 も穂麿の ものを写 して

いることが，東京 国立博物館本 （以下，東博本 と略す） と比較 して明 らかである。
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も描きこまれており，さすがに要を得た ものである。それは，娘の坐り方が億麿の正

座とは異な り，片膝を立てたものとなっており，これはアイヌの伝統的な習俗のひと

つであった。また，娘の着ている衣服 も，文様の入った布地であり，アイヌ自製のも

のではない。これは，娘がアイヌではな く日本か ら渡来 した異人であることを表現 し

ようとしたのか，それとも，異人でありなが ら，アイヌの風習を身につけた女である

ことを坐り方で端的に示 したとおもわれる。

　この図は，人間の意であるａｙｎｕと日本語の犬 ｉｎｕをひっかけて，和人がアイヌを

さげすむ意図をもったつ くり話に基づいて描いたものであるか否かは，にわかに判断

することができない。図 １からうかがい知れることは，かつて嫁入 りのとき漆器など

の宝物を財貨的役割りの ｉｋｏｒとして， 嫁方からも持参する慣習の存在を暗示 させ る

ものであろうか。ことに，アイヌ社会の上位の階層のばあいの婚儀が考えられ る。

２）　 交合 を教 え るフ ク ロウの図 （図 ２参照）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 マヘタ

　　「女男の人／産れて来 り／交合の路も／無 りし時，雌／雄の號４）あり／て眼胞

をハタム ／といたす／けるを／見て始あて／彼の路を／来 りて／行ひし／たま

，

図２　交 合 の 教 え

４） 鴉 は フ ク ロ ウの こ と。
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　 　 え依 りて／ 比 島人 ／ 鴉 を さ して／ カモ ィ チカ フ５》と云 け るな り。」

　 図 ２の左 隅 に は ，崖 あ るい は大 樹 が描 かれ ，や や 中央 寄 り に垂 れ 下 が った 木 の 技 が

あ る。 そ こに は ，雌 雄 とみ られ る ２羽 の シマ フ ク ロ ウが ，仲 む つ ま じ く互 い に寄 りそ

って い る。

　 右 手 に は ， お そ ら く結 婚 前 の若 い男 女 とみ られ るふ た りの人 物 が 立 って い る。 ふ た

りは ， シマ フ ク ロ ウ の交 尾 を 目撃 した の で あ ろ う。 後 方 の 人 物 は ，衣 服 の右 袖 を上 げ

て顔 を覆 う し ぐさ で あ る。 い ま 目撃 した光 景 に恥 じ らい を みせ る乙 女 の 風 情 で あ る。

す る と， 背 を 向 け て ，手 振 りを交 え な が ら語 る人 物 は ，青 年 とい う こ とに な ろ う。

　 地 面 を 流 れ る線描 は ，岸 辺 を あ らわ した もの で あ ろ う。 シマ フ ク ロ ウ は ，川 岸 で 魚

を 捕 食 し， この よ うな 樹 木 に ひ そ む生 態 で あ る。

　 この 図 ２は ， ま さ し く武 四 郎 の オ リジナ ル で あ る。 ゆ た か な ア イ ヌ文 化 へ の造 詣 な

く して は ， と うて い 描 くこ との で きぬ もの で あ ろ う。 ア イ ヌ は シマ フ ク ロ ウを 〈神 で

あ る鳥 〉 と して 尊 び ， ま た ，ｋｏｔａｎ－ｋｏｒ－ｋａｍｕｙ （村 を守 護 す る神 ） とか ，　ｍｏｓｉｒ－ｋｏｒ－

ｋａｍｕｙ （国土 を守 護 す る神 ） と して 崇 拝 した が ・ この こ とを 念 頭 に おい た武 四 郎 の 構

図 で あ る。 寄 りそ う ２羽 の シマ フ ク ロ ゥの 構 図 だ けは ， これ とま った く同一 の もの が ，

図３　子どもの遊び （棒高飛び）

５） Ｋａｍｕｙ－ｃｉｋａｐ 神 ・鳥 ，神 で あ る鳥 の意 で ， こ こで は， シ マ フ ク ロ ウを指 す 。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 アイ　ヌ

武四郎が版本にした 『蝦夷漫画』にみ られる。 そこには， 「東西蝦夷の土人好て鴇を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 アイ　ノ

飼ふて朝夕喰を與へ尊敬する口に仔細を問ふ弐太古蝦夷人に交合の為を教えしハ此鳥

なりと口ふ。エナヲを削りて是を建祭るといへり」［松浦　１８５９：３５］と説明が付され

ている。ここでも，フクロウは，アイヌに交合を教えた鳥であると記されている。

　 ３）　 「クワイテ ンク６）の 図」　（図３参照）

　　　 「夷童六尺／鯨の竿の上に／一丈ばかり縄を／張立て居 るを／一人の童また／

　　六尺ばかりの竿を／杖として其／にて通行進／んで此上を／飛越るなり／その疾

　　 き事／実に狐の／稲荷？）の鳥／居を越 る／よりも／はや し」

　 ここに描かれた様子は，子ども達の棒高飛びである。このほか，縄飛び，輪突き，

片足を何人か組んでけんけんをする片足飛び，ぐるぐる回って急に止まって平衡感覚

を競 う遊びなどが，１８世紀半ば頃に成立 したとみられる小玉貞良 『蝦夷国風図絵』や

１７９９（寛政１１）年に成 った谷元旦 『蝦夷紀行図譜』や年代 も作者とも不詳の 『蝦夷古

代風俗』に散見できる。

　アイヌの子どもの遊びには，身軽さや持続力を習得 し，一人前の労働に耐えられる

身体づ くりと結びつ くものが少なくない。 ことに弓矢遊びや，輪突き，棒飛びなどは，

山野を駆けめ ぐる狩猟の実習そのものである。

４）　 「レ ハ ８）の 図 」　 （図 ４参 照）

　 　 　 「レハ コル ９》／ 男 子 十 弐 三 才 ／ にな る物 ， 其 親 ／類 の 内 ， 年 老 ／ て無 病 息 災 ／

　 　 の 婆 ，是 ６憤 ／ 鼻褌 を 結 ／ ハ しむ るを／ 例 とす るな り／ 内 地 にて も此 ／例 残 る処

　 　 時 々／ 有 」

　 この 図 は ， 男 の 子 が褌 を は じめ て締 め る儀 式 を描写 した もの で ， これ も武 四郎 の オ

リジナ ル で ， この 種 の もの は ほ か に ま っ た く知 られ て いな い 。男 子 １２～１３才 と もなれ

ば ， 陰毛 が生 え は じめ る頃 で あ る。 図 で は ，裸 にな った少 年 が揮 を前 で い くぶ ん 折 っ

て ，後 にま わ して お り，締 め方 は 日本 の それ と変 わ らな い よ うで あ る。 ち が う点 は ，

老 婆 が 介 添 え 役 を つ とめ る こ とで あ ろ う。 少 年 の 耳 には ，耳 輪 ら し き もの が描 かれ て

い る。 １８７１ （明 治 ４） 年 に 明 治 政府 が ア イ ヌ に対 して ， 開墾 す る者 に 農 具 を与 え ，入

墨 を禁 じ，男 子 の 耳 輪 を 禁 ず るま で は ，少 年 も ご く一 般 的 に耳 輪 を 付 けて い た よ うで

６） クワイテ ンクはクワイテ レケであ り，ｋｕｗａ杖，－ｅ～で もって，－ｔｅｒｃｋｅ飛ぶの意。

７）狐の嫁入 り噺 のこと。

８） レハとは，ｔｅｐａ褌が誤記 された ものであろ う。

９） レハコル ｔｅｐａ・ｋｏｒ（褌・持つ）で褌着用 の意。
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図４　褌の初締めと礼冠の儀

あ る。 それ は ， 成 人 の もの よ り小 形 で あ り，装 飾 も簡 素 な もの が 多 い。 子 ど も用 の耳

輪 の 実物 は ， かな り遺 存 され て い る。

　 な お ， この 「レハ の 図 」は ， ５） 「シヤ ハ ウベ の 図 」 と同 じ画面 に描 か れ た もの で あ

るが ，解 説 も独 立 した 形 で 記 され て い るの で ， そ れ ぞ れ分 離 して扱 い た い。

５）　 「シ ヤ ハ ウ ベ １０）の 図 」　 （図 ４参 照 ）

　　 「シヤハ ウベ／男十五六才の／時， シヤハウへ１１》とも／エナヲ１２）を次二図／

する如 く編／まし是を冠／をしめ神に／酒を奉 りて祭／ることなり。是／内地の

元服／の礼 と同じ。後／熊祭など大礼の時／是を被 りけるな り。」

この 「シヤハウベの図」も，武四郎のオ リジナル とみられ，類似のものを筆者は知

１０） シヤハ ゥベとは， ｓａｐａｎｐｅ頭に入 るものの意。 つまり礼冠の ことであ る。 これは成人男子

　 が頭に被 るもので，女子 は用い ることがない。 ことに神事に関す る儀礼の際には，主導する者

　 は，かな らず被 らなければな らなか った。参加者 も被る ことが多い。

１１）注 １）とおな じ礼冠のことであるが，語尾が くべ〉と濁音になるのは，十勝中流域の伏古，

　幕別などのコタ ンで，清音は沙流川流域 などである。

１２）エナ ヲとは，ｉｎａｗ の ことで，ヤナギな どの内皮を削 り，撚 りあわせて編みあげて冠 り物と し

　 た。
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らない。左手の古老が，右手の若者に礼冠を被 らせ，なにごとか語 りかけている場面

である。古老が礼冠を被っていないのは，神事を執り行なっているのではないという

考え方によるものであろうか。古老の膝元には，タバコ入れらしきものが描かれてい

るが，喫煙 もこの頃から許されたことを，暗示させようとしたものであろうか。

　礼冠は，神へ祈 るときに，人間の言葉のた りないところを補って くれるとされるも

のでもある。若者で も，これを被 っていれば，祈 り言葉をささげることがうまくいか

なくても，補って助けてくれるものとされた。

　 ６）　 「ハ ニ キ シ ヤ ラ １３）の 図 」　 （図 ５参 照 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　ミカ　

　　 　 「ハ ッ キ シヤ ラ／ 女 子 年 頃 二 成 り／ て ，稼 せ ん とす る時 ／ 必 す 袋 古 る／ もの １４）

　　 を肌 に／ 着 せ ， 乳 を 人 二 見 セ ／ さ るや う二致 し／面 手 等 二鯨 文 ／ を入 る也 ，是 ／

　　 諸 史 に文 身 在 ／ 倭 国 東 北 もす ／ るの 物 な るへ し」

　 この 図 も，武 四 郎 の オ リジナ ル と断 定 して よ い もの で あ ろ う。 解 説 の大 半 も，武 四

郎 自身 の 見 聞 に も とつ くとみ られ るほ ど他 書 に な い 記 述 で あ り， これ を 図 とあ わせ 考

察 す る と， よ り鮮 明 で あ る。

　 図 の右 手 に は ，老 女 が片 膝 を 立 て て 坐 り， そ の 傍 に は ，大 きな 鉄 鍋 が逆 さ ま に な っ

て い る。 入 墨 に は ， 樹 脂 の多 く含 ま れ て い る樺 皮 を 燃 や して ， 鍋 底 に そ の煤 を付 着

させ ， これ を 掻 き と って 施 文 に 用 い る。 入 墨 を行 な う とき は ， 施 文 部 の皮 膚 を傷 つ

け るが ， これ には ， ふ る くは 黒耀 石 の 剥片 の鋭 利 な部 分 を使 った が ， しだ い に小 刀

ｍａｋｉｒで な さ れ るよ うに な る。 驚 いた こ と に ， そ の施 文 具 が老 女 の左 手 に握 られ た

とこ ろが 描 か れ て い る。 筆 者 も見 落 す と ころ で あ った が ，描 写 さ れ た ものだ けで 判 断

す る と ，黒耀 石 や 小 刀 で は な く，舟 釘 の よ うで あ る。 難 破 船 の 残 骸 な どか ら舟 釘 を と

って ， これ で ア イ ヌが さま ざ ま な 利 器 を つ く った こと は ，噴 火 湾 の小 幌 洞 穴 出土 資 料

を は じめ ， 考 古 学 的 には 数 多 くの 証 拠 が あ る。

　 娘 を描 いた と お もわ れ る左 手 の人 物 は ， 顔 の描 き方 に失 敗 した の か ， あ るい は施 文

１３）ハニキ シヤ ラとは，ｈａｒｋｉｓａｍ左側 に，の ことであ ろうか。入墨をす る娘 が，施術者の左側 に

　 坐わ ることに よる呼称で あろうか。入墨は，ふつ う ｓｉｎｕｙｅの語 が用い られる。

１４） 「袋古 るもの」 とはなにを指すのか，確定 はで きない。現在，二つの解釈が可能で，そのひ

　 とつは頭か らす っぽ りと被 って着 る，筒状に仕立て られた女子の肌着， ｍｏｕｒを指す ものでは

　 ないか とい うことであ る。 これならば，あたか も袋のような形状であ り， しか も布地 は肌 にや

　 わ らかいよ うに着古 る した ものがよいので，記述が理解 できる。

　　 また，下紐 の ことを指す とみることもできる。 これは俗 に貞操帯といわれ ることもあるが，

　 ｕｐｓｏｒとか ｒｕｎ　ｋｕｔと呼ばれ，母か ら自分 の娘へ と継承 されて，女 系を表象するもの。肌 に接

　 して腰に巻かれる組紐で， この両端に，三角形や四角形 の袋縫い した布切れをつ けてある もの

　 が， ほとんどであ る。 これは，幼ない時か ら女子が肌身 につけ，嫁入 りの ときは実母か ら新 し

　 いものを授 か り，結婚前 日に着用 した事例を筆者は聞いている。
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図５　入 墨 と探 湯

され る直 前 で ， これ か ら起 る痛 み に ， しか め面 を して い る もの で あ ろ う。 こ の娘 は ，

老 婆 が ア イ ヌ文 様 の入 った衣 服 を着 て い るの に ， ま った く無 地 の服 を着 用 して い る点

が 注 目 され る。 娘 の衣 服 は ，丸 首 衿 な しの前 開 きで ，袖 口 も少 し しぼ っ て縁 が つ け ら

れ て い る。 これ こそ ， ま さ し く ｍ ｏｕｒで あ る。

　 ７）　「サ イモ ン１５）」 の 図 （図 ５参照）

　　　 「サイモン／男女密淫隠悪／等の事あらば／有無を神二誓／い熱湯に小石／三
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くママ　

　 　 ッ を入 ，是 を ／ 国 史 に出 る慮 仁 １６）／ 帝 九 年 ，天 皇／ 勅 之 命 諸 神 祇 ／ 探湯 是 以 武 内

　 　 ／宿 称 勝之 云 々 ／ とあ る／ の類 」

　 「ハ ニ キ シヤ ラ の図 」 が描 かれ た 図 の 左 半 分 に， 「サ イ モ ン」 の 図 が あ る。 お な じ く，

鉄 鍋 を用 い る こ とか ら， 両 者 は 同一 の 図 の な か に納 め られ た の で あ ろ う。

　 罪 を犯 した 女 が ， 裁 きを す る長 老 の 命 に よ って ， い ま煮 え た ぎ る湯 の な か に手 を入

れ ，石 を 拾 わ ん とす る と こ ろを描 い た もの で あ る。

１５）サイモ ンとは，ｓａｉｍｏｎ探湯の こと。

１６） これは， 『日本書紀 』巻 １０， 応神天皇 ９年夏 ４月条 ［黒板　１９８１：２７３］のことである。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５２３
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　 これ は ， 図 ，解 説 と も東 博 本 『蝦 夷 島奇 観 』 と類 似 して お り， 借 写 した もの とみ て

ま ち が い な い 。 こ とに ，応 神 を応 仁 と誤 って い る こ と は ，そ の ま ま 写 した こ とを 如 実

に物 語 って い る。

８）　 「マ チ コ ル １７）の 図 」　 （図 ６参 照 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くママラ

　　「マチコル／とは婚礼の／事，媒酌有／て相互二宝１８）を／遣 し，納結之／義終
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くコロ　

て，其夜／来 らんと欲す る／比は，櫨の火も／消し置時，媒／人ひそかに／連行，

其家へ／置帰 る事也／後，嫁は火を／燈き附，智／親等をあたら／し，自分魚／

類１９）を煮て／一同えす ｓむ／るを祝 とす る／なり」

図は，東博本 『蝦夷島奇観』 と酷似 している。中央に鍋の掛かった炉が描かれ，そ

　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　 　 図 ６　 婚　 　 　礼

１７）マチコルのマチ とは，ｍａｃｉ妻であ り，コルは，　ｕｋｏｒ夫婦になるが結びついた語で，　ｍａｃｉｋｏｒ

　妻をめとるの意味である。

１８）宝 とは，和人 との交易で得た太刀や刀の鍔などで，刀装 は銀 の薄板を貼 った鞘 に，金 細工を

　施 したみごとな もの もある。 これ らは ｉｋｏｒｏとよばれて，結納や弁償 のときに用い られる財貨

　的性格 のものであ った。

１９）嫁 が，夫 とその親族 たちに魚を煮て もてな し，親族のネ ッ トワークにあ らたに入 るための共

　食 と したことを意 味 して いるのであろうが， このような事例は，いまの ところ他書 に記載がな

　い。
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の右手 に，媒酌人 に連れられた娘が，しずかに片膝を立てて坐る。媒酌人は，いくら

か腰をかがめて智の方に，娘を紹介 しているようすである。智は，その男親 らしき人

物と対座 している。 アイヌの伝統的な結婚式 は， ごく簡素な ものであった らしく，

ｋｏｔａｎ集落，村の成員を多勢招いて宴を張るというような形式の ものは，ほとんどな

かったようである。図は東博本 とくらべて，娘の手の入墨とか，炉の燭台が欠落 して

いて全体に略されている。ひとつだけ，この図には炉 に ｉｎａｗ が描かれている点が異

なる。解説は，大半が 『蝦夷島奇観』か ら採ったものであるが，魚の共食をもって，

嫁が智の親族に加入できるらしいとする記事は，武四郎自身の知識によるものであろ

う。

９）　 「ヤ ン カ ラ フ テ ２０）の 図 」　 （な お ，図 中 に 「タ ンハ コエ コ レ」２１）な る書 込 み

　 　 あ り。 図 ７参 照。）

　 「またウリｓ・２２》とも云／久 し振／にて逢たる者は／老年たるの方より／若 きか

たの，両耳／を挾むゆうにし／それより，そろ△ ／ と手先まで撫卸す ことなり

／済 して何事か，小／音にて申合ふ／また相互二膝を／すり寄せ肩の／上に面を
　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 （卒）
のせて／その親 しミを／立合ふ もあり／早て，姻草を／つけて，相互に／すつむ

るを／礼 と／す」

　図の左手に，２人の男が手をとり合 う場面が描かれている。右手の人物は，髪と髪

が白く頭がはげており，老人をあらわ している。また，左手の人物は，髪も黒 く壮年

の容姿である。この しぐさは，解説にもあるように，ひさしぶ りで再会 したときの挨

拶のようすである。

１０－ａ）　 「イ シ ヨ マ ン テ ２３）」　 （図 ８参 照 ）

「イシヨマンテ／是，蝦地の大祭２４）／なり，積雪の中／熊の子を取来り／家婦

２０） ヤ ンカ ラ フテ は， 「こん に ち は」 「ごめ ん くだ さい 」 とい う挨 拶 言 葉 で あ る ｙａｎｋａｒａｐｔｅ の こ

とで あ ろ う。 あ るい は， 同 じ意 味 の カ ラ フ ト （サハ リン） 方 言 ，ｎａｎｋａｒａｈｔｅか も知 れな い 。

２１） タ ンハ コ エ コ レの タ ンハ コ は， ｔａｍｐａｋｏ煙 草 の こ とで ， エ コ レは ｅ－ｋｏｒｅお まえ に （彼 に）

　 与 え る の意 で あ ろ う。 つ ま り，ｔａｍｐａｋｏ－ｅ－ｋｏｒｅで 煙草 を あ げ るの 意 。

２２） ウ リリと は， ｕｒｕｙｒｕｙｅた が い に頭 を 撫 で合 うの 意 で あ る ［大 塚 ・河 野　 １９６８：１６８］。

２３） イ シ ヨマ ンテ は， ｉｙｏｍａｎｔｅそ れを 送 る の意 で，　 ｉそ れ を は， 熊 を 指 す が神 霊 とな る尊 い存

　 在 で あ る ので ， 間 接 的 に表 現 され た ， つ ま り， 飼 い熊 の霊 送 り儀 礼 の ことで あ る。俗 に熊 祭 り

　 とい われ るが ， 適 切 な用 語 で はな い 。

２４） ア イ ヌ の儀 礼 の な か で最 大 規 模 の もの で ， 参 集者 も多 勢 で あ り， ま た 日数 も ３～ ４日 にわ た

　 る もので あ る。
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図７　挨拶と煙草交換

図８　飼い熊送り儀礼　その１　濫から熊を引きだす直前の場面
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　　／是に乳を與へ／育て牙の生 る／に附て籠２５）を／組立是二入置／是，冬に至り日

　　／をりし近村／の者打より木／幣を立，餌を／いろ一へ 喰し／今 日はヲマ ン／テ
　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 （卒）

　　 と云て／籠のめくりより／躍 り集 り／早て」

　飼い熊送り儀礼の場面の図は，４図よりなるが，これはまったく 『蝦夷島奇観』の

５画面構成とそれぞれの場面描写 も同一であるので，これの写 しである。 しかも，解

説も基本はほぼおなじであるが，若干異なる部分 もみられる。たとえば，牙が出てき

たら椎に入れると武四郎は述べているが， 『蝦夷島奇観』 では性質の荒いものは入れ

るとしているたぐいである。

　図は，『蝦夷島奇観』 とくらべて， いちじるしく省略されており描 き込まれた情報

量は少ない。しかしながら，艦の丸太組みは武四郎の方がよく実際をとらえている。

男たちが橿をとり囲んで踊り，これより熊を広場にひきだす直前の光景である。

　 この橿のまわ りで踊る男たちは，これか ら熊の殺害とその神霊送 りという，アイヌ

世界の重要な儀礼に参加できるものたちであり，同一の狩猟集団に属 している。成人

した男は， かならず狩猟集団のメンバーに加わらなければ， 自己の帰属する ｋｏｔａｎ

の人たちに，一人前と認めて もらえないのである。

　また飼い熊送 りを主催する者にとっては，自己がその生涯のうちで，一度でもそれ

を執行できれば男のなかの男であり，多 く執行で きた もので も２桁の数に至るものは

おそ らく稀であったとおもわれ る。なぜな らば，熊を送 りの日まで飼育する経済的，

労力的な負担 もさることながら，これより，数日にわた る送 り儀礼に招いた参集者へ

の接待に要す る経済的負担がおおきいか らである。主催者は，自己の貯えを参集者に

おしみなくふ るまうことによって，人望を得て，その威信を高めるものであった。

　近年において も，もしも仔熊が手に入ったな らば，ぜひとも熊送 りをしてから死に

たいともらす古老が少な くない。それは，先祖たちの世界に行 っても熊送 りを一度も

できなかったのでは肩身がせまいとか，熊神にもうしわけがないという気持の表現な

のである。

１０－ｂ）　 イ シ ヨ マ ン テ （図 ９参 照 ）

「籠 よ り出 して ， 其上 二 乗 り／肩 二 ／ 縄 三 す しを／ 附２６），是 を以 て此 ／ 方 彼 方

２５）飼育用 の艦の こと。丸太や割材を校倉風 に組んだ もので，北海道 では高床式構造 のものが一

　一般的である。 『蝦夷漫画』には， 熊送 りの場面 はま った く載せ られていないが，濫 と熊に餌

　を与える給餌具が描かれて いる。濫の描写 は実際に見 たものでなければなしえない筆致である

　が，詞書 で濫のことを，おな じく籠 と表現 している。

２６）熊を三本 の縄紐で縛 って，三方に引いて暴れ るのを防 ぐ。
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図９　飼い熊送り儀礼　その２　祭場で花矢を射かける場面

　 　 に 引廻 し／ 其 時 是 畏 カモ ／ イ ノ シ ノ ヲセ ン／ ラノ ウ２７》と云 て 山 ／ の方 を 向，矢 を
　 　 　 　 　 　　　

　　／放す，早て一同／の皆／仮の矢弓／を作 り２８），是にて／射かける／事之」

　広場にひきだされた熊に，花矢を射かける場面の図である。子どもも，花矢を射て

いるが，これは将来，成人 して一人前の男としてなすべき熊狩 りの度胸を養なうため

だという。

１０－ｃ）　 イ シ ヨ マ ン テ （図１０参 照 ）

　 　 　 （卒）

　　「射早れは２９），長／八尺斗 りの木を三本／作り置き志に，首／をすへ上より一

本／のせ又胴の上にも／一本のせ是 にて／志め殺す３０）こと之／その時，太刀を首

２７） 『蝦夷 島奇観』では， カモヰ シソヲマ ンテノウであ り写 し誤 りか。

２８）儀礼用の花矢 と弓の こと。花矢 には木を削 って装飾 された鎌がついてお り， これで熊を殺害

　 す ることはで きない。

２９） これ は殺傷力のない，儀礼用の花矢を射る ことを終わ ったとい う意 味であ る。

３０） この当時，飼い熊 の殺害方法 は，絞め殺すもので あり， これに格別の意味づ けを していたら

　 し く，弓矢による射殺法は ほとんどと られなか ったよ うである。つま り，花矢を射て熊を興奮

　 させ て喜ばせ，暴 れまわ って疲れ て動作がにぶ った ところを，丸太 によ って絞殺 したとみ られ

　 る。その後変化 して鉄製の鍬の付 いた仕留め矢で，熊の心臓を射ぬいてか ら，丸太で首を絞め

　 る手順 にな る。明治以降および近年 の執行と異な るのは，いかなる理 由であ ろうか。鉄嫉が手

　 に入 りに くか ったので，手近に得 られ る丸太で絞殺す る方法 をとった とみるよ りも，熊神 に対
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図１０ 飼い熊送り儀礼　その３　丸太で熊を絞殺する場面

の／上に当るの之／少 しも刃物／を用ゐる事な し／その傍 に乳を／与へし婦は／

来 り，大歎き／可な しむ／事なり」

図 は ， 丸太 に よ る熊 の絞 殺 場面 で あ るが ，註 ２） に述 べ た よ う に ，儀 礼 の ひ とつ の

ク ライ マ ックス とい うの に ，壮 厳 な雰 囲気 が欠 如 して い る。 裸 の子 ど もが男 にま つ わ

りつ く光景 は ， そ の感 じを い っそ う濃 く して い る。

１０－ｄ）　 イ シ ヨ マ ン テ （図１１参 照）

　 　 　 　 （卒）

　　「殺 し早れは／ヌシヤサンカタ３１》とて／棚を作 りキナ／をはりエナヲを／立，

太刀是外，家／の宝を飾 り／酒，団子等を／供え，今 日神 に／なり玉ふと云／て

悦ひ村内／親類のものどもへ／神酒を出し／て肉を爽 りし／頭をエナヲの／先に

　 して，自 ら殺害に関与 したことを否定す る論理 にもとつ くのではないか と考えたい。 弓矢によ

　 る射殺 な らば，射手が特定で きるわけであ り，丸太 による集団の圧殺な らば，殺害 した という

　 実感に乏 しい間接的関与になるであろ う。 これは，北方ユ ーラシァの熊送 りに広 くみられる，

　 殺害者 を他 の民族に転嫁 する論理 とおな じではないか。アイヌも，卓越 した霊 的存在である熊

　 の儀礼執行 に関 して， もしも不行 き届きな どが生 じ，その怒 りをか って災いが起 こることを逃

　 避するため，集団による圧殺法を とったのであろ う。それゆえ，丸太 の上での アイヌの態度が

　 厳粛さに欠 ける こと も，理解 しうるものである。

３１）ヌ シャサ ンカタとは，ｎｕｓａｓａｎ幣柵，　ｋａｔａ上 に，の意である。
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一

図 １１ 飼い熊送 り儀礼　そ の ４　 熊神の霊送 り場面

　　さし／ シヤサン３２）に立て／祭 る是／土人等の大祭／にしてふ じ身／物あ る家 は

　　／必ずなす／ことなり」

　この図は，屋外の幣柵において，熊神の霊送 りを執 り行 っている場面である。花莫

産を張 って囲い， ｉｎａｗ を捧げ，そこに太刀や行器などの ｉｋｏｒを飾 り，酒やダンゴ

などを供えている。中央に坐る老人が，酒箸で椀の酒を捧げながら，祈 り詞をとなえ

ているようすである。

１１）　 「シエイ クル３３）病人 の図」　（また図中に 「ヘシル ウタレ３４）巫醤」の書込

　　 みあり。図１２参照。）

　　「シエィクル／とは病人なり，難／にをす病は皆／物親類一門より／集 り枕元

に／太刀宝物木幣／をかさりて／快ならん事を／神明二誓ふ／なり／ヘシル ウタ

レ／は巫馨の類なり／病者有る処えあり／傍て是を神／に祈る。是を／何の薬り

３２） シヤ サ ンは， ｎｕｓａｓａｎ の ｎｕ が脱 落 した もので あ る。

３３） シエ イ クル は， ｓｉｙｅｙｅ病 気 ，　ｋｕｒ人 の ことで あ る 。

３４） ヘ シル ウタ レは， ｈｅｓｕｒｉ神主 ，　ｕｔａｒ人 び と とで もな るの か も しれ な い 。
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図１２ 病 人 と 巫 署

　 　 有 るか ／何 の気 の 山支 ３５）／ 草 を 取 りて ／ 呑 薬 と さ し／ 本 邦 の くす り／ の 是 は な

　 　 しと／ 呑 ふ こ と同 し／ 口 切却 て 内地 ／ の巫 者 か口 ／ につ くな い貰 う／ 取 り／ 却 て

　 　 夫 を」

　 図 には ，右 手 に病 人 が伏 して ，傍 に ２人 が見 守 り，左 手 に 「巫 署 」 と書 き添 え られ

た人 物 が 坐 る。 中央 に ，ｉｎａｗ が捧 げ られ ， 太 刀 ，鍔 ，行 器 な どの ｉｋｏｒ が供 え られ

た 祭 壇 が描 か れ て い る。 『蝦 夷 島 奇 観』 に は ，「病 衆 」 と題 して ，類 似 の ものが あ り，

これ を手 本 に して い る こ と は疑 い な い。 しか し，手 本 と した もの に は ，祭 壇 に ｉｎａｗ

が 全 く描 か れ て いな い。 また ，手 本 には ， ヨモ ギ を束 ね た ｔａｋｕｓａ を持 つ ， お そ ら く

巫 醤 とみ て よい人 物 が い る。 ｔａｋｕｓａ で病 人 の全 身 を 叩 くよ うに して ，病 魔 を 祓 う も

の で あ る。本 図 で ， これ に該 当 す る人 物 は ｔａｋｕｓａ を持 た ず ，合 掌 して い る よ う に描

か れ て い る。 合掌 して祈 る こ とは ア イ ヌ にみ られ な い の で ， お そ ら く手 を 擦 り合 わ せ

て礼 拝 す る，ｏｎｋａｍ ｉを表 現 した もの で あ ろ う。 この ｏｎｋａｍ ｉと ｉｎａｗ を ，武 四 郎 は

対 応 させ て い るわ けで あ ろ うが ， な ぜ ｔａｋｕｓａ を排 除 して しま っ た ので あ ろ うか 。

３５）ｎｏｙａヨモギの意。 ヨモギは食用は もとよ り，葉を煎 じて咳止 め， 虫下 しにもされた。 ヨモ

　 ギの葉 はもむと，強いにおいを発す るので，これ による除魔 力を アイヌは信 じ，ひろ く呪術や

　 治療 に用いた。
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　アイヌの人びとは，ｔａｓｕｍ病気になるのは病気をもたらす神のなせるわざと考えて

いた。人間としてあるまじき行為をしたり，神 に対 して敬慶な態度で接 しない者など

に，病気をうつすのである。 しかし，よい人間でも悪い神霊がいるので，これに感染

させ られることもある。そこで，病気治療には，施薬や介護 もむろん必要だが，その

うえに病気をもたらした神を祓い清めなければな らなかった。

１２）　 「ヲ チ ユ エ ３６）の 図 」　 （図１３参 照 ）

　 「葬 ／ ヤ ィ ラムハ イ３７》／ 死 す る物 ， 四支 ／ を親 類 と も寄 り／ 集 り， 撫 下 し／
　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 （服）
是をキナ３８》に抱／之枕にしく口／テタルへ３９）之衣腹／また其者の 持た る／宝 の
　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 （カ）

類 ４０）を 包 ／ ミ， 共 二家 の 傍 ／ を破 る，是 よ り／ 昇 出 して４１）／逆 木 にて エ ナ ヲを作

図１３ 葬 礼

３６） ヲチユエとは葬礼の ことを指す と，『蝦夷島奇観』に記 されている。

３７）ヤイ ラムハ イは， ｙａｙ－ｒａｍ－ｈａｉの ことであろうか。 「自分 の心が痛む」 耐えがたい痛恨の叫

　び とで も解せない ことはない。

３８）死者の遺骸 は，キ ナ ｋｉｎａ （莫藍）に包んで，紐 を掛 けて梱包す る。

３９）衣服を意 味す るテタルへと読めば，ｔｅｔａｒａｐｅオオバ イラクサ （カラフ ト方言）製の ものであ

　ろ う。また，チタル へとすれば，ｃｉｔａｒｐｅで ｋｉｎａとおな じく莫座を指す。

４０）財貨的役割 りを もつ ｉｋｏｒのことで， これには，刀の鍔や漆器類などがある。

４１）遺骸を墓地 に埋葬するため，室 内か ら搬 出す るときは，通常の出入 口でな く，家壁 の一部を

　破 って，そこか ら出棺 した。
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　 　 　 　 　 　 　（供力）

　　 り４２》／是を共る／葬る二日なり／婦は必ず／衣服を被 り／て，天日をうけ／さる

　　様二する／ こと甚／あさし」

　図中央には，屋内の隅に設けられた寝台に死者が安置されている。死者は手足をの

ばした伸展位で横たわっているが，アイヌはほとんどこの姿勢で土中に葬 られる。寝

台の下には，死者用の着換えの衣服がみえる。右手の立っている男は，遺骸の処置を

しているのであろう。左手の人物は２人とも女 らしく描かれているが，死者があの世

に持っていく鍔と刀の鞘 らしき宝物を， ｋｉｎａ に包んで荷物 をつ くっているところで

ある。

　 この図は，まったく 『蝦夷島奇観』の写 しで，武四郎自身の知見は描 き込まれてい

ない。む しろ，遺骸処置をする男 ２人のうち， １人を除いて略 している。解説に葬礼

は２日であると述べているが，通夜を した翌 日，墓地に埋葬するのがふつ うである。

この部分の記述が，しいていえば武四郎のもののようである。

　 １３）　 「チ セ ヲブ イ４３）の 図」　（図１４参照）

　 　 　 　 　 　 　 　（卒）

　　　 「家焼／葬旱 りて家／に帰る物，其破りし／処より家財を／皆出 し後，其処／

　　より火をつけ／是を焼仕舞／新に家を／作りて入るを／礼とす，是已／は親の徳
　 　 　 　 　 　 　 　 （㌣）　　　　　　　　（トドマリ）

　　に／及ハさる能キ／其家二艮居／かたきと，その／謹なり／たる物／兄弟，妻／

　　等の死たる／時は，其櫨／をこほつ／計也」

　図では，左手に燃える火を描 き，中央に家か ら逃げてきたとおもわれる人物，右手

に，文様のない衣服を頭からかぶって姿を隠す者 ２人である。これも 『蝦夷島奇観』

からの写 しで，しかもかなり略されている。原図では，中央の人物は ２人でいずれも

男であり，右の２人は明らかに女の特徴をとらえて描いてある。また，家の前に，焼

かずに持ちだされた，ｉｋｏｒなどの貴重品 も置かれている。 ただ し，解説には 『蝦夷

島奇観』に記されていない内容がくわえ られている。つまり，家焼きは，残された者

が死んだ親の徳におよぼないから，その家に続いて住む身ではないのでおこなうのだ，

という部分である。

　 １４）　 「メ ツ カ ウ チ ４４）の 図 」　 （図１５参 照 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くヲトの
　 　 　 「横 死 せ し もの／ 有 れ は ，其 を／ 葬 る ，妻 ／ 兄 弟 の 帰 り来 タ ／ 時 ，其 村 の夫 と

　 　 も／ 道 の傍 に居 待 ／ 受 て ，太 刀 を以 ／ て 其 額 を 一 打 ／ ツ ＼打 ，血 を 出 し／ ヘ ウタ

４２）ｉｎａｗ 木幣のつ くり方 も，死者 にたむける もののため，通常 のものでな く，逆木を用いた。

４３） チセヲブイは，ｃｉｓｅ－ｕｈｕｙ家燃えるの意である。

４４） メツカウチは，ｐａｅｋｋａ刀の峰， ウチは 日本語 の打 ちであろ うと考え られている。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５３３
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図１４ 死者のための家焼 き

図 １５ 横死者の葬礼
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　　キ４５）と言て／鯨声を上／け，山二死せは／山の方，海二死／せは海の方を／向，さ

　　わ き立／帰ること／な り」

　図は，左手に横死者の遺族とおぼ しき者がふたり描かれている。それは杖をもった

老人 と若い女が着ている衣服のうえに，さらに別の衣服を頭から被 っているところで

ある。横死者は，老人の息子で，女はその妻 という設定であろう。右手のふたりは，

刀を抜 きその光 る刃をかざして，横死をまねいた悪霊を祓 う光景である。刀に，す ぐ

れた除魔力の存在をアイヌは信 じていた。 この図も，『蝦夷島奇観』の略で， 解説も

おなじでとくに注目される事柄はない。

３．武 四郎 の描 いた通過儀礼

　 これまで，『蝦夷風俗画誌』の内容の検討をしてきたのであるが， その結果， 通過

儀礼ならびにこれ と関連す る副次的な儀礼をつけくわえても，総数で１５図 しか存在 し

ない。また，これを描かれた主題で整理をすると１４テーマとなることが明 らかとなっ

た。

　 しかし，これはあくまで も現存する 『蝦夷風俗画誌』の部分に限ってのことであり，

先述のごとく失なわれている部分 も少なくないのである。その失なわれた図柄につい

ては，どのようなものが存在 したかについては，想像することす ら現状では難 しいで

あろう。そのなかにあって，武四郎自身がほぼ同時期に筆をとったとみ られる 『蝦夷

漫画』に収められている 「女児，衣服，文造の図」は存在 していた可能性がきわめて

高いといえる唯一のものであろう。この図 （図１６）は，『蝦夷島奇観』からとられたも

のであり，構図も解説 も東博本と較べてほとんど変わ らない内容の写 しである。

　それは，解説に 「女児七八才の比より／砂地に出て衣服の文繍を手習ふ／女子ハこ

しに細 き緒をまとふ事六重也／紗き者ハ三重なり」 ［秦　１９８２（１８００）：６２］とある。

ここで， 「勘 き者」のくだりが，東博本では 「賎 しき者」としてあることが重要な相

違である。すなわち・ｕｐｓｏｒとか ｒｕｎｋｕｔとよばれる下紐は，母系をあ らわすもので

あるが，その編み方や房の形状，それに腰に巻いたときの形態や巻 き数によって，そ

れぞれの系統が異なっていた。しかし，六重にも巻いた長い下紐の方が，短かい三重

のものより家筋の格が確実に上位にあるならば，当時のアイヌ社会の階層化が，ここ

にも反映されているとみることがで きる。筆者の調査では，巻 き数の多寡が母系の家

格をあらわ していたかどうかは，明らかにしえない。武四郎がなにをもって記述を変

４５）ヘゥタキとは，ｐｅｗｔａｎｋｅ危急を知らせる叫び声のことであろう。
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えたか興味をひかれる。

　 この図１６の中央には，アイヌ文様を描 く練習のための手本とする，刺繍を施された

衣服が脱ぎ置かれてある。そして，右手に二人の女児が地面に寝そべって，指先で砂

地に文様を描いている。その一人は，腰に下紐をつけただけの裸で，左隅に立つ女児

もおなじ姿である。武四郎は， さらに原画にはない入墨を，『蝦夷漫画』では女児の

口や手 に色彩で表現 している。このようにみてくると，生か ら死までの過程を克明に

たどった 『蝦夷風俗画誌』には，交合をあらわすフクロウの図のごとく，図１６は反復

して引用されて しかるべきものと考えたい。

　本稿では焦点を しぼる必要上， 『蝦夷風俗画誌』 にある３４図のすべてをここに紹介

できないが，いずれの図も人物が描かれているところに注目したい。 しかも武四郎は，

このなかで，和人による略奪や無謀なふ るまいに抗 して決起 したアイヌの英雄 シャク

シャインの肖像を，彼の心のうちにあるイメージを波響の 『夷酋列像』から借 りて具

現 させた，鋭い眼差 しの威厳にみちた姿で描いている。 これか らみて， 『蝦夷風俗画

誌』において武四郎が意図 したことは，アイヌを人間として扱わない同胞の和人に憤

激 し，アイヌの生から死までの過程やさまざまな人物の姿を描 くことによって，そこ

に和人社会の儀礼や習俗と較べて，なんら遜色のない世界があることを訴えたかった

ものと考えたい。

　武四郎が 『蝦夷漫画』を編んだ意図は，その序 にもあるように，蟻夷地はどのよう

な風土のところであり，そこに生活す るアイヌの文化はどのようなものであるかを，

同胞の和人に気軽に理解にしてもらうように，略記 したものである。それゆえ，表に

みるごとく，通過儀礼に関しては，図 ２にいくらか似た内容のフクロウ交合の教えと，

前述の図１６の文様手習と下紐着用のことくらいで，強いて関連のものを探せば，熊濫

と挨拶があげられるだけである。このように，『蝦夷漫画』の構成と 『蝦夷風俗図誌』

のそれとは，おおきく異なっている。 しか し，両者をあわせた武四郎の通過儀礼に関

する描画による情報は，当時入手できる大部分のものであることを知 りうる。

　およそ，江戸中期以降から幕末ごろまでの期間に，蝦夷地において和人の手によっ

て描かれたアイヌの風俗画は，かなりの数量にのぼる。 しか し，それらの多くは，作

者が直接アイヌの風俗を実見 して描写 したものではな く，いくつかのオ リジナル原画

か ら模写を くりかえすことによって生みだされたものである。いうまでもなく，手本

か ら模写をする作業をくりかえしつづけていけば，そこに省略や見落 し，あるいは模

写をする者の知見を盛りこむことも稀なことではない。いかにアイヌ風俗画が数量的

に彪大な存在であっても，とくにオ リジナルなものに限定すれば，さしてその数は多
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くない。 ことに軸装や額装あるいは屏風仕立てなどにされたものには，一定の題材と

形式が成立 しているといえるほど，近似したモチーフと構図のものが多 く存在する。

これらのなかから，通過儀礼およびこれに関連するものを見い出すことも試みたが，

予想どおり，未知の新資料 といえるものはみつか らなかった。それは，通過儀礼に関

するものは画題にしにくいのと，そこまでアイヌ社会の内側に踏みこんで詳細な観察

をすることは，よほどの人物でなければ困難であったからであろう。

　そうした観点でみると，武四郎の 『蝦夷風俗画誌』と 『蝦夷漫画』成立に先立つ５０

年ほど前の，１８００（寛政１２）年に成った秦穂麿 『蝦夷島奇観』に載せ られている通過

儀礼に関する描画と解説は，ひととおり生から死までのプロセスが体系的にとらえ ら

れた最初のものとして，その価値はきわめて高 く評価すべきものである。その内容は

表に示したとおりであるが，これこそ，武四郎の 『蝦夷風俗画誌』の原型といっても

よい構成である。

４．他 の描写資料

　前述の武四郎のふたつの著作および秦穂麿の 『蝦夷島奇観』以外で，通過儀礼を一

連のプロセスで画描 したものは見当 らないが，断片的にはい くつか存在する。そのひ

とつは，千島春里筆の 『蝦夷風俗屏風』［越崎　１９５９：第３５図］に描かれた１２枚のアイ

ヌ風俗画であって，そのなかの一場面に，「婚姻の図」がある。 それは，婚礼の日に，

花婿やその父親たちが屋内の炉端に坐 って待つところに，媒介の男に連れられた花嫁

がとつ ぐ場面である。媒介人が立ったまま，なにやら口上をのべており，これに対し

て花婿の父が坐ったまま両手をさしのべて挨拶している。花嫁は，媒介人に手をとら

れなが らもその陰にか くれるように小さくうず くまっている。この描写は，文化年間

（１８０４～１８１８年）頃と推定される。

　また，谷元旦が１７９９（寛政１１）年の巡見のときに記 した 『蝦夷紀行図譜』には，図

３に似た棒高跳び，「クワイテンクの図」 および図１１に近い構図の煙草交換をあ らわ

した 「煙草輪吹図」がある。

　エ トロフ島方面に滞在 した福居芳磨が，１８０１（享和元）年に記 した 『蝦夷之島踏絵

図』には，２種類の女の手甲入墨が図示された 「蝦夷女手割刺之図」がある。また，

成人の男たちと少年が弓術の熟達をはかる 「夷人弓ヲ習フ図」もある。

　さらに，作者も成立年代 も不明の市立函館図書館所蔵の 『蝦夷古代風俗』は，３４図

のアイヌ風俗が描かれた折張仕立てのものであるが，そこに，探湯 「サイマ」の図 と，
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葬列を克明に描いたものとしては最上級に属す 「ラィクル ヲツエ」の図が存在する。

この葬列の図は，莫産に包まれた遺骸を棒に吊して，４人で運び，その後から副葬品

を持つ ３人の女が従う光景のものである。この作者を高倉新一郎は，筆致からみて伊

藤利三郎，すなわち千島春里 と推定 している。 もしも， 春里のものであるならば，

『蝦夷古代風俗』の成立はやはり文化年間ごろであろうか。

　このほか，触れておかなければな らないものに，秦億麿の著わ したものとみられ る

市立函館図書館所蔵の 『蝦夷髪髪図説』 ［見玉 ・伊藤　１９４１］がある。 これは，アイ

ヌの髪形について地域差および成人 と子 どものちがいを詳 しく図解 したものである。

アイヌの子どもは，３～ ４才あるいは５才ごろまでに頭髪を一部剃 り落 として形をと

とのえるが，これにはきわめて多彩 なものがある。それがおよそ１５～１６才になると，

成人の髪形にする。それは男女とも髪を左右に分けて，おかっぱに切 り揃える。地域

的には，子 どもと較べると成人にはほとんど差がない。

　これまでに紹介 した画描が，通過儀礼および関連のものを含めた大部分であるとい

ってよいであろう。いうまでもなく，このほか一幅物などで，通過儀礼のある場面を

とりあげて描いたものがないわけではない。 しか しそれは，蝦夷地 に入りこんだ和人

商人や支配役人などが，帰国 してか らめず らしいアイヌ風俗を話題にするための材料

として描かせたという性格のものが多い。 とうぜん，〈礒れ〉とみなされがちな葬礼

や出産，病気といったものは題材 にふさわ しくない。また，少年 ・少女期の節目にあ

たる重要な場面である揮の初締めとか，下紐の着用初めであるとか，入墨の施文開始

といったものは，おそらく描かれることはないであろう。もっともよく散見できるの

は，婚礼 とか熊送 りの儀礼である。

　 しか しなが ら，今後，近世アイヌ期の通過儀礼を描写 した画巻類があらたに見い出

されないとはまったくいえないので，期待す るところである。

５．記録 か らみた通過儀礼

　 これまで，アイヌ風俗を画描 した もののなかから，通過儀礼な らびにこれに関連す

るものを描出してみてきたわけであるが，蝦夷地を訪れた和人たちが，その情景を筆

録 したなかにも，これに関連するものが少なか らず書き残されている。

　そのなかで，確実にアイヌと接触 し，その風俗をつぶさに観察 して記録することが

本格化するのは，１８世紀に入ってか らといってよいであろう。それは，１７１０（宝永 ７）

年松前において通詞勘右衛門よりの聞き書きを松宮観山が著 した 『蝦夷談筆記』［松宮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５３９
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１９６９（１７１０）］，あるいは１７１２（正徳 ２）年厚岸やエ トロフ島について著 した 『エ トロ

フ島漂着記』［エ トロフ島漂着記　１９６９（１７１２）］などの初出のグループをへて，１７３９

年 （元文 ４）年坂倉源次郎の 『北海随筆』 ［坂倉 １９６９（１７３９）１以後に数多 く出現す

る記録類のなかには，アイヌの風俗をかなり的確に表現 したものが少な くない。こと

に，１８世紀の末から１９世紀初頭にかけて，つまり，天明頃より文化 ・文政にかけての

筆録による情報はきわめて正確さを増 し，民族誌の再構成もある程度可能である。

　 これ らの情報は，いわゆる近世アイヌの民族資料として重要な ものであるが，その

取扱いについては充分に吟味をして用いなければな らないことはいうまで もない。す

なわち，それを記録 した当人が直接アイヌか ら聞き取 りをおこなったものは少ないか

らである。通詞から体験談を語 って もらった り，あるいは松前や各地の交易場などに

滞在 している物知 りの和人から聞いたとおもわれるものが多い。これ らの間接的な資

料は，ある事柄に対す る和人の興味本位の見解がひとたび成立すると，これが誤認や

偏見であっても，ほとんど修正 されることもないまま語 り継がれ，流布される傾向に

あることが，おおきな欠点である。また，実地に聞き書きをとった ものでも，それ ら

の著作をつぶさに検討すると，ひとつのことが らが相反する記述になっているものも

散見 される。

　そこで，ここでは筆録された もののなかで，的確な記述とおもわれるものだけを抜

き出し，それが通過儀礼に関 してどこまで踏みこんだものとなっているか，あらまし

を把握 しておきたいと考える。つまり，１９世紀半ばまでの和人が，アイヌの生から死

までの儀礼などに関 して，どのような理解を したかを見究めたい。

　まず，出産についてはつぎのものがある。「子を産候得ば其儘潮にて洗ひ籠え入，つ

るし置，哺候得ばゆり動か して置候由」［松宮　１９６９（１７１０）：３９１］，「子を産候時は山

に行産いた し，其儘犬の皮に包，あと先を縄にて結つとのやうにいた しひつさげ歩行

候へ共，然に鳴 きも不レ致候」［エ トロフ島漂着記　１９６９（１７１２）：８］，「産の時は自身の

とりまかなひにて外の手をか らず，虫気付 くと横にふ して安産 し，直に海ゑ入て子を

洗ひ，又汚たる物どもをす ＼ぎあ らふ。曽て血のさわぐ事 もなく，その子虫わづらふ

事 もな しと云り」［坂倉　１９６９（１７３９）：４１０－４１１］。

　これ らの記事か ら，出産は他人の手を借 りず，屋外の仮小屋で出産する例 もあるこ

と，生まれた赤子は毛皮で くるみ，紐で数カ所を しばっておいたことなどがうかがい知

れる。出産直後 に赤子を潮で洗うことは，その当時海岸沿いのアイヌがおこなったので

あろうが，現在そのような体験なり伝承を知る古老はいない。なお，産後の処理につい

ての事柄や，へその緒のとり扱いなどについての当時の記載はまった くみあたらない。
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　 出産中に死んだ産婦や死産児などのとり扱いについては，これまた触れられたもの

はないようである。

　 授乳の様子については，「子供 に乳を呑せ候時は裾よりむねまで衣の内をさしあげ呑

せ申候。若むねをあけ乳を呑せ候時は，袖を覆ひ外より少 しも身の見へぬやうにいた

し候」 「エ トロフ島漂着記　１９６９（１７１２）：８ユ，「児に乳す るも又必（す）すそより入（れ）て

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 はだ ぎ
懐 に い た る」 ［最 上 　 １９６９（１８０８）：５２５］と あ る。 ア イ ヌ の 「女 子 の 祖 衣 は木 綿 布 に て

製 （し），征 を縫 合 せ て，袋 の ご と く し，裾 よ り頭 を さ し入 て着 す 。 これ を モ ー ル とい ふ」

［最 上 　 １９６９（１８０８）：５２５］ と記 さ れ て い る よ うに ，女 性 は前 あ きの な い筒 型 の肌 着 を

着 用 して い る。肌 を人 前 に さ らす こ とを恥 じ るア イ ヌ女 性 は ，授 乳 の時 に は肌 着 の裾

か ら赤 子 を入 れ て 乳 を す わせ た の で あ る。 この光 景 は ， しば しば ア イ ヌ風 俗 画 に描 か

れ て い る モ チ ーフ で あ る。

　 しか し，乳 房 を みせ て 授 乳 させ て い るめず ら しい場 面 を描 いた ものが ひ とつ 存 在 し

て い る。 それ は ，坐 って 着 物 の胸 元 を開 いて 乳 房 を と り出 し，裸 の 赤 子 に乳 をす わ せ

よ う と して い る姿 の もの で あ る。 そ の赤 子 の 耳 に は耳 輪 が つ け られ ， そ こ に布 切 れ が

つ いて い る。 こ の図 に は解 説 が添 え られ て い る。 そ れ は ，「乳 ヲ見 ス ハ ロ蝦 夷 ノ和 人

ニ ナ ラ フ モ ノ ナ リ奥 蝦 夷 二 到 リテハ 乳 ヲ 出 ス事 ヲ嫌 フ」 ［成 石 　 １９７８（１８５７）：４３］ と

い う記 述 で あ る。 この 時 期 にな る と ， 口蝦 夷 ， す な わ ち和 人 地 の 松 前 に近 い 蝦 夷 地 に

お いて は， 和 人 の 影 響 を う けて ， 人 前 で乳 を み せ て 授 乳 す るア イ ヌ女性 もあ らわ れ た

ので あ ろ うか。

　 命 名 につ いて は， 「夷俗 姓 氏 な し。 生 子 何 日ま た 何 歳 にて 名 つ くる と定 りた る こ と

な し。 祖 父母 な と猶 在 りて鍾 愛 の 鯨 り，一 ， 二 歳 名 つ くる もあ れ ど ，大 抵五 ，六 歳 に

て 名 つ く。 或 は七 十 ，八 十 ま で 終 に 名 な き もの あ り。誰 が子 ，誰 が弟 な と呼 て お くこ

とな り。但 し，父 の 名 をつ がず 男 女 の 名 を き ＼て分 別 す る こと あ た はず 。但 ，男 は某 ア

ヰ ノ某 クル とい ふ 。 （中略 ）某 マ ツ とい ふ は女 子 の 称 な り」 ［最 上　 １９６９（１８０８）：５３０］

と あ る。

　 この他 の文 献 を み て も，命 名 は ５ ・６才 が一 般 的 で あ った よ うで ， そ の 名前 のつ け

方 は ，子 ど もの性 質 や身 体 的特 徴 に よ る もの ， あ るい は病 気 や災 難 を もた らす 悪 しき

霊 のつ くこ とを避 け る た め の もの も あ る。 た とえ ば ，幼 時 に右 手 を患 っ て太 くな って

成 長 した た め ， そ の特 徴 を と って テ ケバ セ （手 重 き もの の 意 ） とつ けた り ， あ る い は

丈 夫 に育 つ よ う に病 魔 も驚 い て寄 りつ か な い トゥル シノ （垢 まみ れ の 意 ） な ど と命 名

した。

　 幼 な い子 供 た ち は ほ とん ど裸 で 育 て ，肌 を 鍛 え て 丈 夫 に育 て た よ うで あ る。 そ れ に
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つ い て は次 の よ うな 記 述 が あ る。 「三 、 四歳 な る女 子 も裸 艦 な り。 既 に衣 を着 て は ，

五 ， 六 歳 の 女子 も前 を覆 ふ こ とを教 ，男 子 は 轡 ，腿 を あ らは す こ とを 渾 らず。 唯 陽 物

を 見 さず。 （中略 ） 嬰 児 四 ， 五 歳 ， 厳 冬 赤 膚 に して穰 袖１に お く。 此 時衣 を きす れ は長

じて 事 に堪 へ す とい ふ 。 六 ， 七 歳 にい た れ ば成 人 と同 じ。夏 日却 て 狗裏 を服 す る こ と

あ り」 ［最 上 　 １９６９ （１８０８）：５２６］，「五 ，六 歳 に成 候 得 ば帯 を もせ ず ，火 を焼 き腹 を あ

ぶ り居 候 」 ［松 宮 　 １９６９（１７１０）：３９１］，「子 供 等 は十 二 ，三 歳 も裸 躰 に て育 ち ，極 寒 に

も犬 の 皮 一 枚 を 着 し」 ［松 田　 １９６９（１８２２）：９４］。

　 こ ど もの 髪 形 は ， 前 述 の ご と く 『蝦 夷 髪 髪 図 説 』 に詳 しい。 そ れ は ， 「夷 人 子 を 産

て よ り四 五 ケ 月 を も経 て ， や ＼髪 の た け もの び た るを ま ち ，幼 少 の者 の 髪 の法 に作 る

な り。其 法 す べ て 三 種 あ り」 ［見 玉 ・伊 藤 　 １９４１：１６］と して ，頭 頂 部 を残 す もの ，両

耳 の 上 の 毛 を 残 す もの ， 前 髪 ば か りを 残 す もの が あ げ られ て い る 。 そ して１５・６才 に

な る と成 人 の髪 形 に整 え る こ とが記 さ れ て い る 。 な お ，地 域 的 な髪 形 の差 異 につ いて

も詳 述 され て い る。 成 人 の髪 形 は肩 上 で切 り揃 え られ る が， これ につ い て はす で に，

「女 は 髪 を き りま は して禿 とな し」 ［坂 倉 　 １９６９（１７３９）：４０９］ とあ る。

　 こ ど も た ち は遊 び な が らお とな 社 会 で の心 がま えや 技 を 習 得 す る。 それ は， 「十 歳

に成 候 得 ば最 早 海 へ 飛 入 ， 飽 杯 取 候 て 自分 に 口過 仕 候 。 成 長 の後 細 引 を 張 ， 飛 越 申

候 事 を常 に習 ， 身 軽 く， 六 ， 七 尺 斗 り も飛 上 候 事 は 自由 に仕 候 由な り」 ［松 宮 　 １９６９

（１７１０）：３９１］， また ， 「父 夷 の所 業 を 見 習 ふ の み。 教 る と いふ事 な し。 十 歳 以 上 の も

の 箋 方 に立 わ か れ ，竹 竿 を以 て ，居 るか た へ よ り， 葛 を 輪 に成 した るを ， 空 中 へ批 や

る と， 竹 を以 て 貫 き と め るを 勝 とす。 是 は 平生 の た は む れ也 。 上 國 の打 毬 な ど に ひ と

し」［東 審 　 １９６９（１８０６）：３８］，さ らに， 「生 ま れ た るま ｓに て勤 るわ ざ は ，打 魚 ，射 猟 ，

採 草 ，折 薪 ，嬉 戯 の 間 に慣 て ，務 学 ぶ ま て の事 に も あ らず」 ［最 上 　 １９６９（１８０８）：５３０］，

「海 岸 に出 て は 遊 び ， 角 力 と りな ど して 居 ， 又 は五 ， 六 寸 の 丸 輪 を 持 へ 地 に ころ が し，

天 に投 ， ほ そ き竿 を 持 て此 輪 を突 ， も し突 損 ず る もの は 色 々の加 役有 り。遊 び とは 云

な が ら則 稽 古 に して ， 自然 と手 練 を得 て ，後 には 海面 へ 出 ，腸 胸 謄 ， ト ド， ア ザ ラ シ

の 類 を猟 す る也 」 ［松 田　 １９６９（１８２２）：９４］ と あ る。

　 この よ うに ，男 の子 た ち は輪 投 げや 槍 投 げ あ るい は棒 高 飛 びや 弓矢 を しな が ら実 際

の狩 りの 技 術 や 山野 を歩 く頑 健 な 身 体 を養 うわ け で あ る。 女 子 は母 の 機 織 や 袋 編 みな

どの 仕 事 を 見 なが ら， これ を覚 え る。 これ らの 場 面 は ，多 くの 風 俗 画 の 中 に と り入 れ

られ て描 かれ て い る。

　 耳 輪 や首 飾 りを用 い る こ とにつ い て は ， 「男女 と も耳 か ね を 入 る。 殊 に女 夷 は しと
　 　 　 　 　 　 　 　 　 くけ　

けと云 ものを首にかへる。銭鐵輪の類を繋 ぐ。中には珠を以て錺れるも希には有レ之」
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［東 舞 　 １９６９（１８０６）：３８］ とあ る。 耳 輪 は，男 女 共 ， ４ ・５才 頃 ま で に はつ け た が ，は

じめ は た だ耳 たぶ に穴 を開 け て細 い赤 布 を通 して お い た だ け の もの で あ った 。 この ，

両 耳 に赤 布 をつ け た姿 の こ ど もは数 多 くの ア イ ヌ風 俗 画 に登 場 す る。 金 属 製 の耳 輪 に

も こ ど も用 の小 型 の もの が あ り， これ は ，何 才 か らつ け る とい うき ま りは特 に な か っ

た よ うで ，画 描 か ら判 断 す るに ，１０才 近 くにな っ て か らつ け る とお もわ れ る。

　 揮 につ い て は ，「凡 ， 男 夷 十 五 六 の 頃 ， 所 の會 所 へ 出 て布 寓 を求 ， 褥 とな して結 へ

り」 ［秦 　 １９８２（１８００）：１２］，ま た ， 「男 子 は下 帯 しむ る を成 人 とす。 男 子 の した お び

は木 綿 布 を用 いて 和 俗 と 同 じ」 ［最 上 　 １９６９（１８０８）：５３０］と あ る。 儀 礼 と しての 揮 の

初 締 め につ い て は ，前 述 の武 四郎 の記 述 以 外 に は見 あ た らな い よ うで あ る 。揮 を着 用

す る こ と に よ って 成 人 と して 扱 わ れ ，本 格 的 に狩 りに参 加 し，嫁 を と る こ と も認 め ら

れ るわ け で あ る。

　 と こ ろで ，女 子 につ いて は ， ア イ ヌ社 会 で 特 徴 的 な機 能 を有 した下 紐 が注 目 され る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （巾）
これ に つ い て は ，「した ひ も と いふ もの を イ シマ と いふ。 木 皮 を もて は 、， 三 ， 四 分

に組 た る紐 を結 ぶ の み な れ ば ， 此 モ ー ル を着 る容 尤 （も）み に く し。 故 に 己 が夫 といへ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くっくなひラ

どもかたく見ることを許さず。若誤 りて見れば贈を出さしむ。此下紐，二，三歳の女

子ももし許嫁するものは結びて解かず。人の婦 と姦通することあり，婦心より随はん

と欲するものはまつイシマを解て姦夫に与ふ。姦夫もまたこれをもとむ。事顯（る）に及

（ん）で法打べ し。 しかるに仲媒ありて，贈を出 し，和解することあり。和と打と共にイ
　 　 　 　 　 　 　 　 くわきまヘラ
シマをときたる婦は 癬 て姦夫に与ふ。 解（か）ざるものは心より随（ふ）にあ らざる意立

こと成て，夫婦たること故のごとし。婦を逐おはざる」［最上　１９６９（１８０８）：５２５］と

ある。 すでに述べたように， 『蝦夷島奇観』 に娘が下紐をつけている様子が描かれて

いるが，当然ともいえるが，婦人の着用例は図示 されたものがない。最上徳内も述べ

ているように，この下紐の着用について厳 しいきまりが存在 した。

　入墨については，「唇を染むるに青草汁を用 う。（中略）額面手啓は皆鯨 して花弁状

と為 し， 種種繊巧ありと云う。是れ幼時に其の母の刺す所なり」 ［新井　１７２０］とあ

る。ただし，この記事を書いた新井白石は，蝦夷地を実地 に踏んでおらず，伝聞や記

録 に基づいたものであるが，幕閣の中枢にいた彼ならではの確度の高い情報によるも

のであろう。また，「婚姻の約束極ると唇 と手へ入墨す る事土風なり。唇は廻 りへ手は

綱の手のごとく，碁局の如 く，いろいろの形に心々になせ り。依て文多 きをだてとす

るよしなり」 ［坂倉　１９６９（１７３９）：４０９］や， 「女ハ皆面二草花或ハ破格子ナ ドヲ鯨ニ

スルナ リ唇 ヲバ薄ク鯨 シテ青色ニスルナリ」［林　１９４４（１７８５）：２６９］という記述など

がある。
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　これらのことから入墨は，結婚までに口や手の甲，あるいは頬面 に施 され，その文

様 もさまざまであったことかがうかがいしれる。 しか し，１９世紀初頭になると頬の入

墨は衰退す るようである。 それにしても，「頬に草木の形入墨 したるやと人のとひし

か，唐太はいふに及す蝦夷にても見さるなりと答へ し」［Ｅ保　１９６９（１８４２）：２１０］と

あるほどではなく，一部では根強 く残っていた可能性 もある。武四郎自身『蝦夷漫画』

の挿図において，多 くの女性の頬に入墨を表現 しているのはいかなる根拠にもとつく

ものであろうか。 『蝦夷島奇観』には，頬の入墨は全 く見あた らない。

　婚礼自体については，先述 したごとくであるが，最上徳内は婚姻関係や婚舎 につい

てつぎのように述べている。

　 「配偶をもとむる，昆弟，伯叔，父母を嫌，従兄弟をさけず。富有の戸殊更にちな

みのや ～遠からん とす るを恐れて，いとこどち婚姻を結ぶものあり。和俗と尤相似た

り。婦をあとるとては，約定て男子必まず女家に往，多時少間は同しからず。 しはら

くすみて後新家を造 りて移る」［最上　１９６９（１８０８）：５３０］。

　また，「婚姻は一類の縁を引て取組，ならざるはとりくまず」［坂倉　１９６９（１７３９）：

４０９］とあるように，通婚の範囲が きめられていた。

　つぎのように，妻以外の女を養 う事例 も散見できる。 「惣て女の心貞実 して嫉妬の

念な く，夫に随ふ道甚以慎めり。蝦夷のならひ，身上よろしき者程女房多 くもてり。

女房五人有れば五ケ所に住居し，事有おりには打奇りてともどもに夫をたすけて付合

ふもむつまじと云り」［坂倉　１９６９（１７３９）：４１０］。　これは，夫を亡 くしたときに，夫

の男兄弟のなかで経済力のある長兄が生活の世話をするかわ りに，性的関係を結ぶ し

きたりがあったことによる。しかし，和人経済に組みこまれたアイヌ社会の財貨蓄積

が進行し，その富裕層が妾を囲うことも一部ではみられたかも知れない。

　 もしも不義密通をして，それが発覚 したときは罰やつぐないをしなければならなか

った。たとえば，「女房に定め不レ申女を犯 し候得ば頭の毛を一本 も不レ残抜候て折樒
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 く　

仕候。若女の方より恋慕致 し犯候得ば女の耳かねを男の方へ取置候。詮儀に逢候時右の

耳かねを出し候得ば，男をばゆるし女斗右の通 りせつかん仕候」［松宮　１９６９　〈１７１０）：

３８９］とあるように，頭髪をすべて抜かれるような罰も存在 した。また，すでに触れた

ように，サイモンという方法で，密通などの罪を犯したか否かを判定することもなさ

れた。このほか，シュトゥとよばれる槌打棒によって，打ち合 う解決法もあった。 こ

れは，まず罪を犯 した者が三回打たれ，つぎに被害者が打たれ，たがいに打ち合って，

生命に変わったことがなければ無罪放免 となるきまりであった。

　熊送り儀礼は，すでに述べたように，もっとも重要なものであり，アイヌ社会で一
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人前の男として習得 しなければならぬ基本的な知識と技術がすべて含まれているとい

つてよいだろう。すなわち，神への観念や祈 り詞，あるいは礼拝の作法や手順，祭具

や供え物のつ くり方や用い方などがそれで，これらを身につけなければ成人 として参

加できないものであるか らだ。

　挨拶行為も，アイヌ社会に特徴的といえる しぐさとその意味づけをもっている。わ

けても煙草交換儀礼の展開は，熊神 と人とが共飲するたあの二叉に分かれたパイプさ

え生みだ している。

　病気になるというのは，それをもたらす病霊が人 によりつ くからである。これを防

ぐため，さまざまなことを日常的に心がけ，病霊がつけ入ることを避けなければなら

ない。ことに恐ろしいのは庖瘡である。 これは，「庖瘡疹必死に候故，被レ付候者をば

捨置逃申候也」［松宮　１９６９（１７１０）：３９０］というしだいになる。

　葬礼に関してはつぎ⑱ ものがある。

　 「死を恐る、事甚 しといへども，死するまうけは常にわすれず。蒲にて織たるむし

ろをからげ，山にて も海にて も身に随へて是を持つ。是蝦夷人の死骸をつ ＼む棺梛衣

裳のかわ りといふ」［平秩　１９６９（１７８３）：４２４－４２５］。このように，アイヌは死に対す

る心がけとして，妻はあらか じめ家族の用い る死装束を準備 しておくことがた しなみ

とされた。これは近年においても古老は伝承 している事柄である。

　また，死者に対 しては喪に服 し，前述 したように，家を焼いてそれを死者 とともに

送 る儀礼をおこなうが， それについてつぎの記載がみられる。 「蝦夷の喪禮は，三年

の間は決 して略す事な しといふ。蝦夷土地諸庭に家宅を焼彿ひたる跡あり，是みな親

に別れて焼 くめり。夫に別れ，婦女其宅を焼 く也。喪禮の厚き事は日本に勝りたるべ

しと云 り」［最上　１９６９（１７９０）：４５８］，　 「人死すれば其家をも調度をもみな焼すて ｓ

あらたに作 りてすむ といふ」［平秩　１９６９（１７８３）：４２５］などである。

　なお，山で熊に襲われるとか，海で遭難 して死亡するとかいう，事故死はすべて変

死 とみなされ，自然死のばあいとは異なった葬法がおこなわれた。変死 にいた らせた

悪霊などから，生き残 った者たちにその災いがふ りかかるのを防 ぐため，特別な方法

で儀礼が執行された。その記事は以下の通 りである。

　 「メッカ打と云ふ事も有。山谷海上などにて横死せ し者には一類あつまり泣きとむ

らひてマキリを以て頭を一打づ ｘ互に打て血を見て是を弔とするなり」 ［坂倉 　１９６９

（１７３９＞：４１１］，「メッカ打といふことあり。身寄のもの変死すれば子孫甥等裸になりて

立居たるうしろより，他人のうち懇意なるものども打よりて刀又は棒などにて背中を

血の流 るるほどいくつともな く打た ～くなり。た ＼かれたる夷人は気絶する迄 もこら
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へ居 るなり。是は変死せ しもの＼事をはや く忘れるといふ にてす る事 な り」 ［武藤

１９６９（１７９８）：１８］ｏ

　以上，１９世紀半ば以前に和人の手 によって筆録 された彪大なアイヌ民族誌のなかで，

通過儀礼に関するおもな内容を述べてきた。そこには，出産から葬礼にいたるまでの

かなり詳 しい記述がなされているが，それを一貫 したプロセスとして把握 しようとす

る視点をもった試みはなかったといってよいであろう。どちらかといえば，自分たち

の和人社会 と較べて，それ と異なった，めず らしい習俗や器物に注意がむけられてい

る。そのなかにあって，最上徳内の 『渡島筆記』は，アイヌ風俗を体系的かつ詳細に

記述 している点においては類書のなかで，筆頭にあげてよいものであろう。 しか し，

『渡島筆記』 にみられる通過儀礼に関する記載にしても， 死者を葬り， 喪に服する

というところで筆が止んでいる。 つまり， それ以後， 死者の霊が赴む く死後の世界

ｐｏｋｎａ　ｍｏｓｉｒの存在とその様子については述べられていない。 また，今日で も盛ん

におこなわれている，死者や先祖霊たちを供養する ｓｉｎｎｕｒａｐｐａ の儀礼についても

触れられていない。さらに，その死者の霊がふたたび赤子 として甦るという再生の観

念の存在にも気づいていないようである。

　 また，再生 してこの世に生まれたばかりの赤子の霊はか弱いため，悪霊や魔物から

それを守るためのさまざまな手段が存在するが，これについてはほとんど記述されて

いない。

６． お わ り に

　 これまで，松浦武四郎の 『蝦夷風俗画誌』稿本の紹介と分析を中心に，これに他の

アイヌ風俗を描写 した資料ならびに文献記録の両面か ら補足 しながら，アイヌの通過

儀礼 に関して検討をくわえてきた。ここで扱 った内容は，関係資料のすべてを網羅 し

たものではないが，１９世紀半ば以前に，アイヌに接触 した和人がもっていた知識のあ

りようは，これで概観できるであろう。さまざまな記録をつ きあわせ ると，よそ者が

光景として目撃できる部分のひとの一生はほとんど捉えられているといってよいが，

それを見えない部分で支えてきた死や再生の観念の存在は，和人には知ることができ

なかったようである。 しかも１９世紀半ば以前，つまり江戸時代の蝦夷 （アイヌ）研究

の最高峰とされる最上徳内の 『渡島筆記』でさえ，通過儀礼の外側から観察できる部

分のすべての項目を記述 しているわけではない。

　 しかるに，松浦武四郎の 『媛夷風俗画誌』は，表にみられるように，図 １始祖伝説
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表　松浦武四郎の画描と 『蝦夷島奇観』の比較

　　　　（図版番号は本文と対応する）

『蝦夷風俗 画誌』１８５９年頃成立 か

「一 」始 祖伝説 （図 １）

「一 」交合 の教え （図 ２）

「クワイテ ンクの図」子 ど もの遊
び （棒 高跳 び）　　　　　　　 （図 ３）

「レハの図」揮の初締め （図 ４）

「シヤハ ゥベの図」礼冠の儀 （図
４）

「ハニキシヤラの図」入墨（図 ５）

「サイモ ン」探湯 （図 ５）

「マチコルの図」婚礼 （図 ６）

「イ シヨマ ンテ」 ４場面　飼い熊
送 り儀 礼 （図 ８～図１１）

「ヤ ンカラフテの図」挨拶（図 ７）

「タ ンハ コエ コレ」煙草交換（
図 ７）

「シエイクル病人 の図」 「巫署」病気
治療 （図１２）

「ヲチユエの図」葬礼 （図１３）

「チセ ヲブイの図」死者のための
家焼 き （図１４）

「メ ッカウチの図」横死者の葬礼（
図１５）

『蝦夷漫画』
１８５９（安政 ６）年

フクロウ飼育の図あ り，

解 説類似

「同 右」文様手習，下
紐 （図１６）

「熊送 り」な し，但 し熊濫
詳図

「ヤ ンカラブテの挨」

『蝦夷 島奇観』東博本
１８０７ （文化 ４）成 立

「女神窟居図」

「カナチ 　チ ミップ アカシノカ
ル女児，衣服 ，文造図」

「シャバ ゥベ」　 （礼冠 の図のみ）

「女夷文手図」　（手甲の入墨図の
み）

「サ イモ ン」

「マチ コル婦造図」

「イヨマ ンテ」 ５場面で描かれて
いる

「拝禮図」

「病衆」

「ヲチ ユ エ」

（ヲチユエ記載のなかに含む）

「メ ッカ ウチ」

にはじまり， 図１５の葬送までひととおりの過程が網羅 されている。 さらに，『蝦夷漫

画』の下紐の図を補なえば，全１６図面で描画による通過儀礼を完結させることがで き

る。この 『蝦夷風俗画誌』の特徴は，どの画の場面にも人間が活写されており，それ

も性別，年令さえ判別できるように表現されていることである。そこに武四郎の人間

性 と独特なアイヌ観をみることができよう。彼は当時，アイヌと接する多 くの和人が，
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これをさげすんで差別 し，人間 として扱わないことに憤激 して 『蝦夷人物誌』におい

て告発 しているが，自然 とともに生 きるアイヌの生 きかたに共鳴 し，そこに尊厳さえ

感 じた武四郎だからこそ，おのず と到達 しえた視点であろう。〈人間アイヌ〉を意識

して生から死までを描いたと考えたい。

　 しかし，表でも分かるように，武四郎の通過儀礼のなかには，下紐の図以外にも出

産の図，授乳の図が欠けている。これらの場面は男にみられないようにするならわし

であり，ことに出産場面は男子禁制であるる下紐 も，夫以外に見せてはならないもの

であることはいうまで もない。彼が，下紐をつけた子どもが文様を習 う光景を 『蝦夷

島奇観』からそっくり借用 したのも，その画のできがまことによく，いや しさが感 じ

られぬものだったからであろう。武四郎は，アイヌ世界のしきたりを破 ってまで，の

ぞき見するような傲慢な観察者ではなかったのである。

　武四郎は 『総題三航蝦夷 日誌』３５巻，『竹四郎廻浦日誌』３１巻，『東西蝦夷山川地理

取調 日誌』 ８５巻，『安政野帳』 ３８冊など彪大な蝦夷地のフィール ドワークにもとつ く

著作を書 き残 しているように，そのゆたかな体験 と知識が，群をぬいたものであるこ

とはいうまでもない。

　その一端を，揮の事例でみてみると，最上徳内でも男子は下帯を締めるということ

だけしか 『渡島筆記』で述べていない。しかし武四郎は，蝦夷地のどこか不明である

が，踏査のおりに，著者が揮を初めて締める場面にゆきあたり，そこで家族 とともに

その子の成長を祝ったと考えてよいであろう。

　また図１２の病気治療では，武四郎が石狩川を遡 って現在の深川あたりのペ ッパ ラで

「其中に一人の婆有 り，是をヘシル ウタレと云て此地の巫医なり，病者有ば惣て神 に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 チタライ　 　 　 　タンネフ 　 ェモ シ 　 セツハ

祈 り，又薬等を差図するよし，其祈疇 と云は病者の枕元に小席を敷，太刀，短刀，鍔，
イカユウ

矢筒等を錺 り， エナヲを立て山海の神 に祈 り」 ［松浦　１９２９（１８６０）：９０］と述べてい

るように，実際に目撃 したことである。武四郎は，この病気治療の図をは じめ，秦億

麿の 『蝦夷島奇観』から相当数の図を借用しているが，それは安易なひき写 しではな

い。億麿の記述 と添図の正確 さを，武四郎自身熟知しており，この先達の仕事 に敬意

を抱いていたからこそ，自分のスケ ッチ帳からの図をおな じ場面では用いなかったの

ではないだろうか。 しかし，図 ５の礼冠のように，穂麿が礼冠そのものだけしか描か

なかったものに限り，それを被った人物を画面に登場させたものであろう。

　 こうしてみると，武四郎が 『蝦夷風俗画誌』を完結させて，版本になって公にされ

ていたならば，アイヌ社会 とその風俗の的確なる理解が，より５・か く和人のあいだに

浸透 し，ことに近代のアイヌ民族観にすくなからず影響を与えたこととおもわれる。
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付 記

　 本稿の執筆にあた り， 本館竹村卓二教授には， 貴重な ご意見を たまわ った。また， 『蝦夷風俗

画誌』 の添書 きの解読に は，群 馬高専 田畑勉教授，大阪大学村 田路人助手に ご教示 をいただいた。

さらに，本文 アイヌ語表記については，千葉大学中川裕助教授の ご協力を得た ことに謝意を表 し

たい。

　 なお，本稿は，本館の昭和５９・６０年度の共 同研究 「アイヌにおける通過儀礼 の体系化 と周辺民

族 との比較研究」 （代表者 ・大塚和義） の成果の一部であ る。
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　 　 　　 ５２１－５４４０

　 　１９６９（１７９０） 「蝦夷國風俗人情之沙汰」 高倉新 一郎編 『日本庶民生活史料集成』 第 ４巻，三

　 　 　　 一書房 ，ＰＰ．４３９－４８４。

武藤勘蔵

　 　１９６９（１７９８） 「嬢夷 日記」 高倉新一郎編 『日本庶民生活史料集成』 第 ４巻， 三一書房， ＰＰ．

　 　 　　 １３－２２。

成石 　修

　 　１９７８（１８５７） 『東微私筆』（大野良子校註） 東京 ：政界往来社。

大塚和義 ・河 野本道

　 　１９６８ 「解説」泉靖一編 『アイヌの世界』 鹿 島出版会，ｐｐ．１６０－１８７。

谷 　元旦

　 　１９７３（１７９９） 「蝦夷 紀行 図譜」高倉新一郎編 『アイヌ絵集成』　 （図録巻）番町書房， １７０－１９１

　 　 　　 図。

東 密元積

　 　１９６９（１８０６） 「東海参譚」高倉新一郎編 ｒ日本庶民生活史料集成』第 ４巻，三一書房，ｐｐ．２３－

　 　 　　 ４４。

５５０


